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 平成３０年度 第１１回定例教育委員会 議事録 
 

 

■ 日  時 平成３１年２月２５日（月）午後３時００分～午後４時２５分 

 

■ 場  所 和束町体験交流センター 会議室 

 

■ 出席委員 教育長        西 本 吉 生 

教育長職務代理者   石 橋 常 男 

委員         北 口 弘 子 

委員         中 井   薫 

       委員         植 田 宏 和 

 

■ 欠席委員 ０人 

 

■ 説 明 員 教育次長       竹 谷 秀 俊 

学校教育課長     竹 谷 正 則 

生涯学習課長     井 上 浩 樹 

       学校教育指導員    稲 垣 公 美 

 

■ 事 務 局 教育次長       竹 谷 秀 俊 

       学校教育課主事    東 浦   翼 

 

■ 傍聴者数 ０人 

 

■ 議事日程 

       日程１ 議事録の承認 

       日程２ 議事録署名委員の指名 

       日程３ 会期の決定 

日程４ 諸般の報告 

       日程５ 議案第２１号 校長及び教頭の人事異動の内申について 

       日程６ 議案第２２号 相楽東部広域連合校外活動費補助金交付要綱の 

                 一部を改正する要綱 

       日程７ 議案第２３号 相楽東部広域連合就学援助費交付要綱の一部を 

                 改正する要綱 

       日程８ 議案第２４号 相楽東部広域連合教育委員会後援名義等の使用 

                 承認について 

       日程９ その他 
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■ 議  事 

西本教育長 

 今年の山城地方教育委員会連絡協議会教育長・教育委員研修会は、日程が重なり、相楽

地方特別支援教育研究協議会の「卒業生を送る会」には、私と精華町の教育長がそちらに

出席しました。木津川市は、午前中に教育委員会を入れていたということで欠席されまし

た。委員の皆さん、ご苦労さまでした。 

 ただ今から平成３０年度第１１回定例教育委員会を開会します。 

 本定例教育委員会より、説明員として稲垣学校教育指導員を出席させますので、よろし

くお願いします。 

 日程第１、「議事録の承認」を議題とします。 

第１０回定例教育委員会の議事録は、事前に配布しております。 

議事録について、ご意見、ご質問を受けたいと思います。 

質問等のある方は挙手をお願いします。 

 

竹谷教育次長 

 北口委員より、議事録修正の連絡がありましたので、２箇所を添削させていただきまし

た。修正箇所ですが、９ページの発言を「生涯学習課長さんが当日読み上げる名簿をチラ

シに入れてもらったら一番よく分かると思います。」に改めております。もう１箇所は、１

１ページの中ほどの発言のところ、「外部指導者というのは、笠置中学校と和束中学校とで

応援みたいな感じでされていますけど、当該学校以外の教員であれば、この制度を適用し

ても支障が無いということですか。」に改めております。以上です。 

 

西本教育長 

 ２箇所修正ということです。他にご意見、ご質問がありませんので、これを承認するこ

ととします。よろしいでしょうか。 

 

（各委員から了承するとの声あり） 

 

西本教育長 

 日程第２、「議事録署名委員の指名」を行います。 

本日の議事録署名委員は、中井委員にお願いします。 

 日程第３、「会期の決定」を議題とします。 

お諮りします。本定例会の会期は、本日１日間にしたいと思います。これにご異議ござ

いませんか。 

 

（各委員より異議無いとの声あり） 
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西本教育長 

 異議なしということですので、本定例会の会期は、本日１日間に決定します。 

 日程第４、「諸般の報告」を行います。 

１番は、私から報告します。相楽地方教育委員会連絡協議会（相楽地教委連）の教育長・

教育長職務代理者合同会議が２月７日に木津川市立中央図書館で開催されました。出席者

は、相楽３教育委員会の教育長及び教育長職務代理者です。会議では、来年度の体制を確

認しました。相楽地教委連の役員任期は２年間です。本日、お配りしました平成３１年度

役員名簿を見てください。昨年度と同じ役員になります。教育長部会（教育長会）は、会

長が木津川市の森永教育長、会計監査が精華町の川村教育長、副会長が西本となっており

ます。教育長職務代理者部会は、代表が精華町の松本職務代理者です。相楽地教委連は、

会長が精華町の松本職務代理者、副会長が木津川市の森永教育長です。山城地教委連の方

も２年間となります。会長は、相楽地教委連から出てもらっています松本会長です。副会

長は、森永教育長、理事に有賀委員、幹事に石橋委員と川村教育長、監事が西本となって

おります。なお、来年度の大きな事業は、相楽地教委連の研修会です。日時は、７月５日

の金曜日です。日を空けておいてください。 

 次の諸般の報告「２番 教育長の任命（予定）について」及び「３番 教育委員の任命

（予定）について」を議題とし、「会議の非公開」についてお諮りします。 

 相楽東部広域連合教育委員会会議規則第４条第１項には、「会議は公開とする」と定めら

れておりますが、同項ただし書きに公開の例外として、「賞罰・人事に関すること」につい

ては、「教育長又は委員の発議により、出席者の３分の２以上の多数で議決したときは、こ

れを公開しないことができる」と定められています。本件は、人事に関することであり、

議会への提出及び議決前であることも踏まえ、会議を非公開にしたいと思います。 

 これにご異議ございませんか。 

 

（各委員より異議無いとの声あり） 

 

西本教育長 

 ご異議が無いようですので、「２番 教育長の任命（予定）について」及び「３番 教育

委員の任命（予定）について」は、ただ今から非公開とします。 

 ２番と３番は、教育次長から報告します。 

諸般の報告２ 教育長の任命（予定）について（非公開） 

諸般の報告３ 教育委員の任命（予定）について（非公開） 

 続いて、４番も教育次長から報告します。 

 

竹谷教育次長 

 ４番、平成３０年度末京都府教職員人事異動事務日程（案）についてです。管理職につ

きましては、２月２２日に山城教育局から事前協議書を受け取ります。そして、本日、本

教育委員会で異動の議決をいただきまして、２月２８日の木曜日に異動内申書を山城教育
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局へ提出する予定です。その後、３月５日に京都府教育委員会において異動内申が議決さ

れる予定です。一般職は、３月１１日に山城教育局から内申書を受領します。そして、１

５日に管理職と一般職の異動内示を行います。また、同日、一般職の人事異動内申書を山

城教育局へ提出する予定です。以上です。よろしくお願いします。 

 

西本教育長 

 人事異動の日程です。ご質問ありますか。よろしいですか。 

 続いて、５番から８番までは、学校教育課長から報告します。 

 

竹谷学校教育課長 

 ５番、管内小中学校卒業式の出席の割振りについてです。今年度の卒業式の日程ですが、

中学校は３月１４日の木曜日に、小学校は２０日の水曜日に執り行われます。教育委員の

皆様にご出席いただきたいと思いますので、この後、割振りの協議をお願いいたします。 

 ６番、今冬の学校におけるインフルエンザの罹患状況についてです。本日、最新の情報

をお配りさせていただいております。この冬におけるインフルエンザの罹患状況ですが、

３学期から集計を始めており、管内でインフルエンザによる欠席者が多かったのは１月末

から２月前半までで、それ以降は、欠席者数は減少し、管内の流行は収束に向かっており

ます。和束小学校３年、５年で学級閉鎖を行ったことについては、前回報告しましたが、

今月第２週目に和束中学校２年で学級閉鎖を行っております。 

 ７番、外国語指導助手（ＡＬＴ）の退職についてです。笠置中学校、笠置小学校及び南

山城小学校において、外国語指導助手として勤務しているケンダル先生については、今年

７月で３年の任期が終了することとなっていましたが、１月に退職の申出がありました。

任期の１学期終了まで勤務してもらうよう話をしましたが、本人の意志が固く、２月２８

日付けで退職することとなりました。後任については、４月来日のＡＬＴを京都府を通じ

て要望している状況です。 

 ８番、管内小中学校入学式の日程（案）についてです。平成３１年度の入学式の日程で

すが、小学校が４月９日の火曜日に、中学校が１０日の水曜日に予定されており、教育委

員の皆様にご出席いただきたいと思います。出席の割振りは、次回の定例教育委員会にお

いて協議いただきますので、ご都合を確認いただきますようお願いいたします。以上です。 

 

西本教育長 

 ５番の卒業式の出席者の割振りについて協議したいと思います。 

 

（教育長、委員により「中学校卒業式の出席の割振り」を協議する。） 

 

西本教育長 

 確認します。和束中学校の告辞は西本、出席者は中井委員です。笠置中学校の告辞は石

橋職務代理者、出席者は北口委員と植田委員です。 



 - 5 -  

 

（教育長、委員により「小学校卒業式の出席の割振り」を協議する。） 

 

西本教育長 

 確認します。笠置小学校の告辞は北口委員、出席者なし。和束小学校の告辞は西本、出

席者は中井委員です。南山城小学校の告辞は石橋職務代理者、出席者は植田委員です。よ

ろしくお願いします。 

 ６番から８番までの報告について、ご質問ありませんか。 

 

石橋委員 

 ケンダル先生が２月一杯で退職しましたら３月は空白になるのですか。 

 

西本教育長 

 そうです。一番いいのは７月の任期満了ですが、今、課長から報告がありましたような

内容で、引き留めることはできませんでした。新しいＡＬＴは４月からですので、３月が

空白になります。よろしいですか。 

 次、９番から１２番までは、生涯学習課長から報告します。 

 

井上生涯学習課長 

 ９番、第２６回相楽「少年の主張」大会の結果について報告いたします。２月１７日の

日曜日、午後１時３０分から精華町地域福祉センター（かしのき苑）で開催されました主

張大会の結果は、小学生の部において、笠置町代表の笠置小学校６年の松本華奈さんが優

秀賞を受賞されました。なお、南山城小学校５年の福川優衣さん、和束小学校６年の吉田

樹生さん、笠置中学校２年の鈴木菜々子さんと村田美穂さん、和束中学校１年の村田実優

さんは、奨励賞を受賞されました。大会結果は別添のとおりです。 

 １０番、和束町史編さん事業の進捗状況について報告いたします。⑴の古文書講座につ

いてですが、１月３０日の水曜日、午後３時から和束町体験交流センターにおきまして第

２回の古文書講座を開催いたしました。町史編さん事業に関心を持ってもらい、和束の歴

史を知ってもらう目的の事業でございまして、参加者は１０名でした。⑵の第３回和束町

史編集委員会についてですが、２月１４日の木曜日、午後２時から京都府立大学で開催い

たしました。主な協議、確認事項は、完成までの年数を９年間、各巻のページ数を３巻な

いし４巻、２００ページとする等。それと昨年９月１日に施行しました和束町史執筆者設

置要綱の説明。その他、和束町史編さん事業の進捗状況といたしまして、現在、約２千点

の資料を収集しており、その目録が出来上がっている状態です。今後、編集委員による悉

皆調査に入っていただきますので、平成３１年度の具体的な年間計画を協議いたしており

ます。⑶の自然観察会についてですが、３月１０日の日曜日、午前９時３０分から和束川

及び和束小学校周辺等で開催いたします。昨年９月に開催いたしました自然観察会には、

１７名の参加者がありました。チラシは別添のとおりです。 
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 １１番、女性支援事業「女性学講座（管外研修」）の実施について報告いたします。３月

２６日の火曜日、午前８時３０分から三重県亀山市方面を予定しております。詳細は、別

添のチラシのとおりです。 

 １２番、大人もＷａｋｕｗｏｒｋ体験事業「石のはんこ塾」の実施について報告いたし

ます。３月３０日の土曜日、午後１時からと３時から、和束町体験交流センターで開催い

たします。詳細は、別添のチラシのとおりです。 

 本日、配布しました「ふるさと歴史講座」について報告いたします。３月２３日の土曜

日、午前１０時から和束町体験交流センターで開催いたします。内容は、古文書を用いま

して史料を読み解きながら、江戸時代の人々の生活についての講演となっています。講師

は、和束町史編さん室の渡邉専門員です。以上です。 

 

西本教育長 

 ただ今の報告について、ご意見、ご質問等がありましたらお願いします。 

相楽の少年の主張大会ですが、今年、笠置小学校の児童が優秀賞を受賞しました。すご

いことだと思います。 

 

北口委員 

 先日、笠置小学校の土曜教育で「６年生を送る会」があって、行かせてもらったのです

が、その優秀賞を受賞された松本さんを含む４人の６年生がショートコントをしたり、在

校生に歌を贈るわけですが、すごく自信を持って自分の言葉で発信していましたので、本

当に少人数の中であってもすごく力をつけたんだなって、あの送る会を見せていただいて

思いました。爽やかな、本当に素敵な送る会でした。 

 

西本教育長 

 笠置小学校の児童は、落語学習に取り組んできて、かなり人の前で話をすることとかに

慣れてきて、自信を持っています。今年も相楽の文化の集いで、あじさいホールで落語を

披露してくれました。そういうふうに対外的に出かけて行って、本当に少ない人数でもし

っかりと自分たちの思いとか取組を発信しているというのはすごいです。それを、今、北

口委員が話されたように、これを低学年の児童が見て、自分たちもという気持ちが伝統と

して繋がっていくのでしょうね。本当に、少人数の学校ですが、すごいなっていうのが我々

もいつも思っておるところです。よろしいですか。 

 諸般の報告は、以上です。 

 日程第５、「議案第２１号 校長及び教頭の人事異動の内申について」を議題とし、会議

の非公開についてお諮りします。 

 相楽東部広域連合教育委員会会議規則第４条第１項には、「会議は公開とする」と定めら

れておりますが、同項ただし書きに公開の例外として、「賞罰・人事に関すること」につい

ては、「教育長又は委員の発議により、出席者の３分の２以上の多数で議決したときは、こ

れを公開しないことができる」と定められています。本件は、人事に関することですので、
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会議を非公開にしたいと思います。これにご異議ございませんか。 

 

（各委員より異議ないとの声あり） 

 

西本教育長 

 ご異議が無いようですので、「議案第２１号 校長及び教頭の人事異動の内申について」

は、ただ今から非公開とします。議案の提出理由及び説明を行います。 

 議案第２１号 校長及び教頭の人事異動の内申について（非公開） 

 日程第６、「議案第２２号 相楽東部広域連合校外活動費補助金交付要綱の一部を改正す

る要綱」を議題とします。議案の提出理由及び説明を行います。 

 

竹谷教育次長 

 議案第２２号、相楽東部広域連合校外活動費補助金交付要綱の一部を改正する要綱。上

記議案を提出する。平成３１年２月２５日提出。相楽東部広域連合教育委員会教育長 西

本吉生。提出の理由。本連合が策定した教育に関する大綱の基本方針に掲げる「人づくり・

地域づくり・未来づくり」を進めるため、平成３０年４月から学校給食費及び修学旅行費

の無償化を実施しているところですが、今般、同基本方針を一層進めるための取組として、

平成３１年４月から小学校に在籍する児童の保護者が負担する校外活動費の全額を補助す

るとともに、平成３０年度の笠置中学校の教育課程から「スキー教室」が除かれたことに

より、本要綱の一部を改正するものです。 

 相楽東部広域連合校外活動費補助金交付要綱の一部を改正する要綱。相楽東部広域連合

校外活動費補助金交付要綱（平成３０年１月２２日教委要綱第４号）の一部を次のように

改正する。本要綱中「及び中学校」と「及び生徒」を削り、「小中学校」を「小学校」に、

「児童生徒」を「児童」に、「小・中学校」を「小学校」に改める。第２条中「校外活動」

の次に「（修学旅行を除く。）」を加える。第３条中「別表のとおりとする。」を「児童が校

外活動に参加するため直接必要な交通費、見学料及び均一に負担すべきこととなるその他

の経費の全額とする。」に改める。第４条第２項中「校外活動終了後、」を削る。別表（第

３条関係）を削る。附則、この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

 

竹谷学校教育課長 

 議案第２２号について説明させていただきます。新旧対照表をお開きください。第１条

の趣旨では、「及び中学校」並びに「生徒」という言葉を削除しています。第２条の補助対

象者では、第１条と同様に「中学校」、「生徒」を削るとともに、校外活動に修学旅行が含

まれないことを明確にするため、「（修学旅行を除く。）」を追加しております。第３条の補

助金額ですが、別表のとおりということで、次のページの別表に記載しておりますように、

これまでは学校毎に決まっていました。笠置小学校は、社会見学の２分の１を、和束小学

校は、林間学習で１，０００円を、笠置中学校では、スキー教室で３，０００円を補助し

てきました。この度の改正では、この表を削除し、京都府の補助金交付要綱等を参考に「児
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童が校外活動に参加するため直接必要な交通費、見学料及び均一に負担すべきこととなる

その他の経費の全額とする。」改めております。第４条の交付申請では、第１条と同様に「及

び中学校」と「生徒」という文字を削除し、また、校外活動終了前でも申請することがで

きるよう、「校外活動終了後、」という文字を削除しました。次の様式では、「中学校」と「生

徒」という文字を削除しています。この要綱改正により、平成３１年度からは、すべての

小学校が補助金を交付する対象となります。また、全額を補助することになりますので、

従来のような学校間のバラつきはなくなります。なお、中学校は、次年度に校外活動計画

の見直しを行い、２０２０年度から対象校とする計画をしています。見直しの理由ですが、

現在、和束中学校の校外活動に係る費用が高額であるため、内容を精査するよう校長に指

示しております。こうした制度は、補助金ありきではなく、まず、事業計画が適正である

かどうかを判断することが重要ですので、その見直し期間が必要であると考えております。

以上、議案第２２号に関する説明とさせていただきます。 

 

西本教育長 

 これより質疑を行います。質問等のある方は挙手を願います。 

 

石橋委員 

 この新旧対照表の新のところですが、２行目の（以下「小学校」という。）という部分と

３行目の（以下「児童」という。）という部分を取り去ってしまった方が、削除された方が

良いと思いますが、いかがでしょうか。 

 

竹谷教育次長 

 第１条の（以下「小学校」という。）と（以下「児童」という。）の規定ですが、「小学校」

は、その上の部分、相楽東部広域連合立学校設置条例（平成２１年条例第９号）に規定す

る小学校を指すものであり、「児童」は、その小学校に在籍する児童を指しています。これ

により、以下の条文を簡略化、言い換えるという形で整理をさせていただきました。 

 

石橋委員 

 分かりました。 

 

西本教育長 

 他、どうですか。よろしいですか。 

 他に質問がないようですので、これより採決をします。 

 「議案第２２号 相楽東部広域連合校外活動費補助金交付要綱の一部を改正する要綱」

について、原案どおり承認される方は挙手をお願いします。 

 

（全員挙手） 
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西本教育長 

 挙手全員です。よって議案第２２号は、承認されました。 

 日程第７、「議案第２３号 相楽東部広域連合就学援助費交付要綱の一部を改正する要

綱」を議題とします。議案の提出理由及び説明を行います。 

 

竹谷教育次長 

 議案第２３号、相楽東部広域連合就学援助費交付要綱の一部を改正する要綱。上記議案

を提出する。平成３１年２月２５日提出。相楽東部広域連合教育委員会教育長 西本吉生。

提出の理由。相楽東部広域連合立中学校のスキー教室（教育課程の旅行、集団宿泊的行事）

は、毎年、１月下旬から２月上旬に実施されていますが、この時期は、インフルエンザ流

行の影響を受け、行事の実施に支障をきたすとの理由から平成３０年度の教育課程から除

かれたので、就学援助の種類から削除することとし、本要綱の一部を改正するものです。

なお、この要綱に定める「スキー学習費」は、相楽東部広域連合の単独施策です。相楽東

部広域連合就学援助費交付要綱の一部を改正する要綱。相楽東部広域連合就学援助費交付

要綱（平成３０年１月２２日教委要綱第５号）の一部を次のように改正する。第４条第１

項中第７号を削り、第８号を第７号とし、第９号から第１３号までを１号ずつ繰り上げる。

別表中「スキー学習費、２３，０００円」を削る。附則、この要綱は、平成３１年４月１

日から施行する。 

 

竹谷学校教育課長 

 議案第２３号について説明させていただきます。新旧対照表をお開きください。第４条

第１項第７号のスキー学習費を削除し、以降の号を繰り上げています。また、別表のスキ

ー学習費の行を削除しています。この要綱に定めるスキー学習費は、本来、保護者に負担

していただくものでありますが、連合では、これまで構成３町村の制度を踏襲する形で連

合単独施策として、保護者の経済的負担の軽減を図る観点から独自に支援してきたもので

あります。こうした費用を就学援助費に加えているところは、全国的にも極めて少ないと

聞いております。連合管内の両中学校において、これまで、教育課程として実施されてき

たスキー教室は、毎年１月下旬から２月上旬に実施されていますが、この時期はインフル

エンザ流行の影響を受け、行事の実施に支障をきたすとの理由から、平成３０年度から教

育課程から除かれました。この行事は、連合の単独施策でありますので、教育課程から除

かれたことを受け、連合の就学援助費の対象外にするものです。なお、代わる行事の計画

は無いとのことです。以上、議案第２３号に関する説明とさせていただきます。 

 

西本教育長 

 中学校のスキー教室が教育課程上、削除となりましたので、それに伴って就学援助費制

度も変えていくということです。ご意見、ご質問等がありましたら挙手をお願いします。

よろしいですか。 
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（各委員から無いとの声あり） 

 

 ご質問等がないようですので、これより採決をします。 

 「議案第２３号 相楽東部広域連合就学援助費交付要綱の一部を改正する要綱」につい

て、原案どおり承認される方は挙手をお願いします。 

 

（全員挙手） 

 

西本教育長 

 挙手全員です。よって議案第２３号は、承認されました。 

 日程第８、「議案第２４号 相楽東部広域連合教育委員会後援名義等の使用承認につい

て」を議題とします。議案の提出理由及び説明を行います。 

 

竹谷教育次長 

 議案の提案前に議案の提出理由の訂正をお願いします。提出理由の１行目ですが、「和束

町スパークランニングクラブ代表」を「和束スパークランニングクラブ代表」に、「和束町」

ではなく「和束」の誤りでございます。訂正をお願いします。 

 議案第２４号、相楽東部広域連合教育委員会後援名義等の使用承認について。上記議案

を提出する。平成３１年２月２５日提出。相楽東部広域連合教育委員会教育長 西本吉生。

提出の理由。平成３１年２月４日付けで、和束スパークランニングクラブ代表から申請の

あった「ランニング教室」に係る後援名義の使用については、相楽東部広域連合教育委員

会後援名義等使用承認取扱規程第３条に定める承認基準を満たしていることから、本申請

を承認するものです。申請書の写しを添付しております。今回、初めての申請になります

ので、議案として提案いたしました。申請書の表中、事業の概要ですが、事業名は、ラン

ニング教室です。実施時期は、平成３１年３月１７日の日曜日です。実施場所は、和束運

動公園グラウンドです。雨天時は、和束町Ｂ＆Ｇ海洋センターです。事業の目的は、正し

いランニングフォームの確立と効果的なトレーニング方法の習得です。事業の内容は、走

り方の基本・理論的なトレーニングのノウハウを学ぶことです。参加対象者は、中学生以

上です。議案の提出理由にありました、後援名義等使用承認取扱規程第３条の関係でござ

いますが、この申請は規程に定める主催者であること、そして、内容が規程に定める要件

を満たしていることから承認するものです。申請事業は、規程に定める公益性があり、連

合教育委員会の行政運営に関する一般方針に反しないことから、今回、名義使用を承認す

るものです。また、本事業につきましては、資料にもありますように、和束町協働のまち

づくり補助金の交付決定を受けており、収支の内訳で、町補助金１０万円が収入となって

いる事業です。以上です。よろしくお願いいたします。 

 

西本教育長 

 団体名ですが、２枚目は「和束町」となっていますので、申請者が来た時に差し替える



 - 11 -  

ように言っておいてください。 

これより質疑を行います。ご意見、ご質問等がありましたら挙手をお願いします。 

 

北口委員 

 この団体の規約は１月に制定されたということですが、事業実績というか、事業自体は

これからされるということですが、今までこういう補助金申請をしていなくてもやってい

たこととかそういう実態はあるのですか。 

 

竹谷教育次長 

 事業実績につきましては、和束町協働のまちづくり補助金事業計画書にございますよう

に、「活動実績なし」ですが、事業の年次計画にありますように、１２月から具体的に動き

出されたばかりです。１２月、１月に講師と打ち合わせをし、２月からランニングを開始

し、３月に今回申請された走り方講座を開催される計画です。３月に開催されるこの講座

は、和束町の補助金の採択を受けられて、１０万円の予算で専門的な講師に来ていただい

て、先の目的のための講座を開くという内容になっています。 

 

北口委員 

 補助金の交付が決定になっていますので、それについては何も言うことはないのですが、

この後援名義の使用を承認するにあたって、今までそういった事業実績のない団体から申

請があっても承認した実績はあるのですか。 

 

竹谷教育次長 

 承認の基準は、議案の提出理由にございます規程の承認基準でもって判断する形をとり

ます。実績があれば安定した事業が期待できるのですが、今回のようにこれからというも

のにつきましても、内容を見させていただいて問題がなければ、こういった形で提案させ

ていただくという形で進めております。 

 

北口委員 

 分かりました。 

 

西本教育長 

 ２、３年前にも同様の申請がありまして、新規でも今言っているように、これはという

ものについては実際に後援しています。この計画では、３年目にマラソン大会の開催とな

っています。和束町内でマラソン大会を開催するという計画ですので、大いに期待してい

るところです。他、よろしいでしょうか。 

 

（各委員から特に無いとの声あり） 
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西本教育長 

 他に無いようですので、これより採決をします。 

 「議案第２４号 相楽東部広域連合教育委員会後援名義等の使用承認について」、承認さ

れる方は挙手をお願いします。 

 

（全員挙手） 

 

西本教育長 

 挙手全員です。よって議案第２４号は承認されました。 

 日程第９、その他です。 

 １の「諸報告（送付済）事項」の①から⑨までは、事前に配布しております。 

ご質問、ご意見ありましたらお願いをします。よろしいですか。 

 特に、ご意見、ご質問がありませんので、２の次期定例教育委員会の開催日程（案）に

ついて協議をします。事務局（案）を説明します。 

 

竹谷教育次長 

 ３月の開催日の案でございます。平成３１年３月１４日の木曜日、午後１時からと考え

ております。場所は、和束町体験交流センターの会議室です。主な議案として、平成３１

年度「連合の教育」の重点についてお諮りする予定です。例年、３月は、中学校の卒業式

の後に開催をしていただいております。１時という時間を設定させていただきましたが、

昨年度は、定例教育委員会の後、総合教育会議が３時から開催されましたので、こうした

１時、３時という大変忙しい日程となりました。今年は、この日程が無理ということです

ので、別途、日程調整をさせていただきたいと思います。そういうことで、ここには午後

１時と書いておりますが、その日は後がございませんので、２時、３時の開催も可能かと

思いますので調整をお願いします。 

 

西本教育長 

 続けて、３の「その他」も説明してください。 

 

竹谷教育次長 

 ３の⑴については、年に２回開催をしております、２回目の総合教育会議の日程の調整

でございます。空白にしております。３町村長の日程を踏まえ、本日、教育長及び教育委

員の日程を調整していただきます。 

 ⑵については、平成３１年度の第１回定例教育委員会議の日程の案でございます。４月

１日の月曜日、時間は午前９時４５分から、この会場となります。この日は、新教育委員

及び職員の辞令交付式、教職員の離・着任式があります。日程等確定後、別途、連絡させ

ていただく予定となっております。 

 本日、定例教育委員会の日程並びに総合教育会議の日程について協議願います。よろし
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くお願いします。 

 

（教育長、委員により「定例教育委員会の日程」を協議する。） 

 

西本教育長 

 次期定例教育委員会は、３月１４日の木曜日の午後１時から開催します。 

 

（教育長、委員により「総合教育会議の日程」を協議する。） 

 

西本教育長 

 総合教育会議の日程は、３月２５日の月曜日の午前１０時から、委員の日程調整ができ

たということを報告しておきます。よろしくお願いいたします。 

 

竹谷教育次長 

 委員の皆さんへの案内は、連合総務課から発送されます。よろしくお願いいたします。 

 

西本教育長 

 ４月１日は、年度当初の教育委員会等が開催されますので、これも合わせてよろしくお

願いいたします。以上です。他、何かありますか。 

 無いようですので、以上で、第１１回定例教育委員会を終了させていただきます。 

ご苦労さまでした。 

                             〈午後４時２５分閉会〉 

     

― 了 ― 


